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はじめに 

 

鉱泉浴場経営者の皆様におかれましては、本市税務行政にご理解とご協力を賜り、誠にありが

とうございます。 

入湯税は、鉱泉浴場の入湯客にご負担いただき、鉱泉浴場経営者の皆様に徴収していただく

方法により納入していただく税金です。本市では、入湯税を貴重な財源として観光振興事業等に

充当し、まちづくりを進めるために活用させていただきます。 

つきましては、この手引をご覧いただき、入湯税の適正な課税についてご理解いただくととも

に、入湯税の徴収及び申告・納入にご協力くださいますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

目次 

 

第１  入湯税の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ページ 

加古川市における入湯税の制度の概要 

入湯税納入の流れ 

第２  納税義務者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ページ 

第３  課税免除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ページ 

小学生以下の方の利用 

共同浴場又は一般公衆浴場での利用 

医療提供施設又は社会福祉施設での利用 

入湯に要する費用が 1,000円以下の利用 

学校行事での利用 

第４  税率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ページ 

第５  徴収の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ページ 

第６  特別徴収義務者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ページ 

第 ７  特別徴収の手続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ページ 

入湯税納入申告書の提出、入湯税の納入、求償権 

第８  入湯税経営申告書の提出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ページ 

第９  入湯税に係る帳簿の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ページ 

第１０ 延滞金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ページ 

第１１ 加算金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10ページ 

過少申告加算金、不申告加算金、重加算金、加算金の加重措置 

第１２ 実地調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11ページ 

第１３ 様式と記載例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12ページ 

入湯税納入申告書 

入湯税納入書 

入湯税経営申告書 

入湯税に係る帳簿 

第１４  参考(よくある質問）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20ページ 

 

《入湯税関係例規集》・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21ページ 

市税条例、加古川市入湯税取扱要綱、地方税法、地方税法施行令 

 



1 

 

第１ 入湯税の概要  

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施

設の整備並びに観光の振興（観光施設の整備を含む。）に要する費用に充てるため、鉱泉浴場の

入湯客に課税するものです。 

また徴収方法は、法律により鉱泉浴場経営者の皆様が、鉱泉浴場の入湯客から徴収していた

だき、本市に申告・納入していただく「特別徴収」の方法によるものと規定されています。 

 

１ 加古川市における入湯税の制度の概要 

項 目 内 容 

納 税 義 務 者 鉱泉浴場の入湯客 

課 税 免 除 

① 小学生以下の方 

② 共同浴場・一般公衆浴場の鉱泉浴場に入湯される方 

③ 医療提供施設・社会福祉施設に設置された鉱泉浴場に入湯される方 

④ 入湯に要する費用として 1,000円以下の料金（消費税及び地方消費

税に相当する額を除く。）で利用される方（宿泊利用者を除く。） 

⑤ 学校教育法に規定する学校（大学を除く。）が実施する修学旅行その他

学校行事に参加している幼児、児童、生徒若しくは学生又はこれらの

方を引率する方 

税 率 １人１日につき 150円（宿泊の場合は、１泊をもって１日とします。） 

徴 収 の方 法 特別徴収の方法によります。 

特別徴収義務者 鉱泉浴場の経営者 

特別徴収の手続 

特別徴収義務者（鉱泉浴場の経営者）は、納税義務者（入湯客）から入湯税

を徴収していただき、毎月末日（末日が土日・祝日の場合はその翌平日）ま

でに前月分の施設利用者数、入湯客数、税額その他必要な事項を記載した

入湯税納入申告書を提出していただくとともに、徴収した入湯税額を納入

してください。 

入 湯 税 経 営 

申告書の提出 

① 鉱泉浴場を経営しようとする方は、経営を開始する前日までに、必要な

事項を記載した入湯税経営申告書を提出してください。 

② 提出した入湯税経営申告書の事項に異動が生じたときは、直ちにその

旨を記載した入湯税経営申告書を提出してください。 

入湯税に係る 

帳簿の記載義務 

特別徴収義務者は、入湯客数と入湯税額を記載した帳簿を作成し、１か月

分の記載が完了した日から３年間保存してください。 
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鉱泉浴場の経営者 

(特別徴収義務者) 

 

帳簿に記載・保存 

 
加古川市 

１人１日 

150円 

入 湯 税 

納入申告書の 

作 成 ・ 提 出 

金融機関等で入湯

税納入書により 

入 湯 税 を納 入 

入湯客 

(納税義務者) 

２ 入湯税納入の流れ 

 

 

第２ 納税義務者 （市税条例第 110条の 20） 

入湯税の納税義務者は、鉱泉浴場において入湯される方です。 

※ 「鉱泉浴場」とは、温泉法に規定する温泉を利用する浴場をいい、同法の温泉と類するもの

で、鉱泉と認められるものを利用する浴場等社会通念上鉱泉浴場として認識されるものも

含まれます。また、「温泉」とは、温泉法において「地中から湧出する温水、鉱水及び水蒸気そ

の他のガスで一定の温度（25℃以上）又は物質（総硫黄など）を有するもの」とされていま

す。 

※ 温泉を外から運んできて利用する、いわゆる「運び湯」による場合も、入湯税の課税の対象

となります。 

※ 鉱泉浴場を設置された宿泊施設では、原則として、宿泊者を鉱泉浴場の利用者とみなして

入湯税を課します。ただし、個々の宿泊者の鉱泉浴場の利用の有無を把握することができる

場合は、利用していない方に対しては入湯税を課しません。 

 

第３ 課税免除 （市税条例第 110条の 21） 

次のいずれかに該当する方は、入湯税の課税が免除されます。 

 

１ 小学生以下の方 

12歳に達する日以後の最初の３月 31日までの間にある方は課税が免除されます。 

※ 外国人の観光客であっても、上記の年齢条件を満たしている場合は、課税が免除されま

す。 

 

２ 共同浴場又は一般公衆浴場の鉱泉浴場に入湯される方 

共同浴場又は一般公衆浴場は、日常生活の上で必要な施設であることから、当該施設の 

利用者については課税が免除されます。 

 

 

入湯税を徴収 

〈提出・納入期限〉 

毎月徴収分を翌月末日まで

まで 

毎月の 

・入湯客数 

・入湯税額 など 
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（１） 共同浴場 

共同浴場とは、業として経営される浴場ではないもので、マンション、寮等に付設され、日

常の利用に供されるものをいいます。 

 

（２） 一般公衆浴場 

一般公衆浴場とは、いわゆる「銭湯」のことであり、物価統制令の規定に基づき入浴料金

が定められている公衆浴場をいいます。 

 

３ 医療提供施設又は社会福祉施設に設置された鉱泉浴場に入湯される方 

医療提供施設又は社会福祉施設に設置された鉱泉浴場の利用は、保健衛生上の見地から

日常生活の上で必要であるため課税が免除されます。 

 

（１） 医療提供施設 

医療提供施設とは、医療法第１条の２第２項に規定する医療提供施設（病院や診療所等）

をいいます。 

 

（２） 社会福祉施設 

社会福祉施設とは、社会福祉法第２条第１項に規定する社会福祉事業の用に供する施設

（老人ホームやデイサービス施設等）をいいます。 

 

４ 入湯に要する費用として 1,000円以下の料金（消費税及び地方消費税に相当する額を除

く。）で利用される方（宿泊利用者を除く。） 

鉱泉浴場が設置された施設において、入湯に要する費用として 1,000円以下（消費税及び

地方消費税に相当する額を除く。以下同じ。）の料金で鉱泉浴場を利用する方は課税が免除さ

れます。 

ただし、当該施設に宿泊される方については、入湯に要する費用が 1,000円以下であって

も課税となります。 

 

（１） 入湯に要する費用 

入湯に要する費用とは、入館料、休憩料又は入湯料等の名称にかかわらず、当該鉱泉浴

場を利用するために支払う料金のことをいいます。 

 

（２） 入湯に要する費用の具体例 

ア．入湯行為以外の料金が含まれる場合 

タオルや食事等が付いてくるセット料金等が設定されている場合は、入湯行為のみに対

する料金が明示され、かつ、その料金で実際に施設が利用可能であるときは、その「入湯

行為のみに対する料金」が入湯に要する費用となります。 
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なお、入湯行為のみに対する料金設定等がなく、セット料金等の設定しかない場は、「そ

のセット料金等の金額」が入湯に要する費用となります。 

 

【例１】 入湯行為のみに対する料金設定がある場合 ＜課税免除のケース＞ 

①入湯行為＋タオルセット料金・・・・・・・・・1,200円 

②入湯行為＋タオル＋食事セット料金・・・2,200円 

③入湯行為のみに対する料金・・・・・・・・・・ 800円 

入湯行為のみに対する料金で鉱泉浴場の利用が可能であるため、③の料金が

課税免除の適用となるかが判断基準になります。 

この場合は、全ての料金設定で入湯税の課税が免除されます。 

 

【例２】 入湯行為のみに対する料金設定がない場合 ＜課税されるケース＞ 

①入湯行為＋タオルセット料金・・・・・・・・・1,200円 

②入湯行為＋タオル＋食事セット料金・・・2,200円 

③入湯行為＋食事セット料金・・・・・・・・・・1,800円 

入湯行為のみの利用ができず、セット料金での利用しかできないため、利用され

た方が支払ったセット料金の額が課税免除の適用となるかが判断基準になります。 

この場合は、全ての料金設定で入湯税が課税されます。 

 

イ．延長料金等の追加料金が発生する場合 

延長料金等の追加料金が発生する場合は、「追加料金を含めた料金」が入湯に要する

費用となります。 

 

ウ．曜日又は期間によって利用料金が異なる場合 

曜日又は期間（キャンペーン期間等）によって利用料金が異なる場合は、「利用する日の 

料金」が入湯に要する費用となります。 

 

エ．無料券・割引券・ポイントカード等を使用する場合 

無料券を使用する場合は、入湯に要する費用は 0円ですので、課税免除の対象となり

ます。また、割引券や自社のポイントカード等を使用する場合は、割引等適用後の実際に

支払う料金が、入湯に要する費用となります。（ただし、自社が発行しないポイントで、一定

汎用性のあるものの利用によって支払う料金が減少する場合には、ポイント利用前の料金

を入湯に要する費用とします。） 

なお、無料券が施設利用前に売買されたものである場合は、その名称（「無料券」「優待

券」など）にかかわらず、売買した際の金額を含んだ額が入湯に要する費用となります。 
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【例１】 割引券を利用した場合 

1回の利用料金が 1,200円（税抜）の施設について、割引券（300円分）を利

用した場合、実際に支払った料金は 900円となります。 

したがって、この場合、１回の利用料金を支払って利用する場合は、入湯税の課

税対象となりますが、割引券を使って利用する場合は、入湯に要する費用が

1,000円以下となるため、課税免除の対象となります。 

 

【例２】 優待券を購入した場合 

1回の利用料金が 1,200円（税抜）の施設について、優待券（500円分）を施

設利用前に 200円で購入された方が、現金 700円と優待券を使って利用した場

合は、入湯に要した金額は 900円となります。 

したがって、この場合、１回の利用料金を支払って利用する場合は、入湯税の課

税対象となりますが、優待券を使って利用する場合は、入湯に要した金額が

1,000円以下となるため、課税免除の対象となります。 

 

オ．回数券を使用する場合 

回数券を使用する場合は、1枚あたりの単価で判断します。 

 

【 例 】 回数券を購入した場合 

入湯に要する費用が 1,200円（税抜）の施設について、回数券（10枚綴り）

を 10,000円で購入した場合の１枚あたりの単価は、10,000円÷10枚＝

1,000円/枚となります。 

したがって、この場合、１回の利用料金を支払って利用する場合は、入湯税の

課税対象となりますが、回数券を利用する場合は、入湯に要する費用が１枚あた

り 1,000円以下となるため、課税免除の対象となります。 

 

５ 学校教育法に規定する学校（大学を除く。）が実施する修学旅行その他学校行事に参加して

いる幼児、児童、生徒若しくは学生又はこれらの方を引率する方 

学校（学校教育法第１条に規定する学校（大学を除く。）及び就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園

をいう。）が実施する修学旅行その他の行事に参加している幼児、児童、生徒若しくは学生又

はこれらの者を引率する方は課税が免除されます。 

 

（１） 学校 

学校とは、具体的に、幼保連携型認定こども園、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学

校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校をいいます。 

※ 専修学校（いわゆる専門学校）、各種学校、海外の学校の生徒等は、学校行事で 

あっても課税となります。 
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（２） 修学旅行その他の行事 

修学旅行その他の行事とは、遠足や学校教育活動の一環として行われる部活動などの

学校教育上の観点から行われる行事をいいます。 

 

（３） 引率する方 

引率する方とは、引率を行う教師や部活動におけるコーチやスポーツトレーナーなどの

学校関係者や、心身の障がい等により介助を必要とする生徒の介助をする保護者や看護

師等をいいます。 

旅行業者の添乗員やカメラマン、スポーツ大会などの応援のために参加する保護者な

どは該当しません。 

 

第４ 税率 （市税条例第 110条の 22） 

入湯税の税率は１人１日につき 150円です。 

なお、宿泊を伴う場合には、１泊をもって１日となります。この「宿泊」とは、旅館業法または住宅

宿泊事業法に規定する、寝具を使用して施設を利用することをいいます。ただし、２暦日にわたら

ない場合（いわゆるデイユース）は宿泊に該当しません。 

※ １日のうちに複数の鉱泉浴場を利用する場合は、鉱泉浴場ごとに 150円の入湯税が課税

されます。ただし、１日のうちに同一の鉱泉浴場を複数回利用する場合は、150円のみ入湯

税が課税されます。 

※ 宿泊を伴わず、２暦日にわたって継続して鉱泉浴場に滞在する場合の入湯については、滞

在開始時刻の属する日の１日の入湯とします。 

※ ３暦日目以降も継続して鉱泉浴場に滞在する場合の２暦日を超える部分については、暦日

ごとに入湯税が課税されます。 

 

第５ 徴収の方法 （市税条例第 110条の 23） 

入湯税の徴収は、特別徴収の方法により行っていただきます。 

特別徴収とは、地方税法及び加古川市市税条例の規定により指定された特別徴収義務者（鉱泉

浴場の経営者）の方に、納税義務者（入湯客）から入湯税を徴収していただき、加古川市に納入し

ていただく方法です。 

 

第６ 特別徴収義務者 （市税条例第 110条の 24） 

鉱泉浴場の経営者の方を特別徴収義務者に指定しています。 
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第７ 特別徴収の手続 （市税条例第 110条の 24） 

前月中に納税義務者から徴収していただいた納入金は、毎月末日（末日が土日・祝日の場合

はその翌平日）までに入湯税納入申告書（12ページ）を作成し、ご提出いただくとともに納入金額

を、金融機関等を通じて、入湯税納入書（14ページ）により納入してください。 

 

１ 入湯税納入申告書の提出 

毎月末日（末日が土日・祝日の場合はその翌平日）までに、前月分の入湯客数等の必要な事

項を記入した入湯税納入申告書を加古川市長あてにご提出ください。記載方法については、

13ページの記載例をご覧ください。 

（１） 窓口での提出 

窓口へお持ちいただく場合は、加古川市役所 新館２階 市民税課までお願いします。 

（２） 郵便又は信書便での提出 

下記宛先へ送付してください。申告書等の控用の返信を希望される場合は、返信用の

封筒・切手を同封していただきますようお願いいたします。 

なお、郵便又は信書便を利用された場合の提出日は、通信日付印の日付が提出日とな

ります。 

 

 

 

 

 

 

２ 入湯税納入書による納入 

納入金については、毎月末日（末日が土日・祝日の場合はその翌平日）までに前月分の納入

金額を納入場所（市役所・金融機関等）を通じて、入湯税納入書により納入してください。記載

方法については、15ページの記載例をご覧ください。 

 

【納入場所】 

①  加古川市役所本庁・各市民センター・東加古川市民総合サービスプラザ 

②  

指定金融機関及び以下の収納代理金融機関 

銀  行 三井住友、みなと、但馬、山陰合同、中国、百十四 

信用金庫 但陽、姫路、播州、兵庫、日新、西兵庫 

信用組合 大阪協栄（加古川支店）、近畿産業、兵庫県（加古川支店・稲美支店）、

淡陽（加古川支店）、兵庫ひまわり（加古川支店） 

農  協 兵庫南、加古川市南 

労働金庫 近畿 
 

  ※郵便局・ゆうちょ銀行では納付できませんのでご注意ください。 

【宛先】 

  〒675-8501 加古川市加古川町北在家 2000 

加古川市役所 市民税課 諸税係 



8 

 

３ 求償権 

入湯税の納税義務者が特別徴収義務者に入湯税額を支払わなかった場合や納税義務者か

ら入湯税額を徴収することを忘れてしまった場合、特別徴収義務者は、その納税義務者に対し

て求償権を有します。 

したがって、入湯税について申告・納入していただく際には、徴収できなかった入湯税額等

を、徴収すべきであった日（鉱泉浴場の利用日）の入湯客数や納入金の額等に含めて申告・納

入してください。 

 

第８ 入湯税経営申告書の提出 （市税条例第 110条の 26） 

１ 新たに鉱泉浴場を経営しようとするとき 

鉱泉浴場を経営しようとする方は、入湯税経営申告書（16ページ）を作成し、経営を開始す

る日の前日までに加古川市長あてにご提出ください（宛先は冊子裏面をご参照ください）。記

載方法については、17ページの記載例をご覧ください。 

なお、入湯税経営申告書を提出する際は次の書類を添付してください（入湯税を徴収してい

ただく必要がある鉱泉浴場かどうかの確認に使用します。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 申告した内容に異動があったとき 

申告いただいた事項に異動が生じた場合は、直ちにその旨を記載した入湯税経営申告書と

その旨を証する添付書類をご提出ください。 

 

注意 入湯税を徴収していただく必要のない場合であっても、入湯税経営申告書について 

は、鉱泉浴場を経営する全ての方に、必ず提出していただく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【添付書類】 

・温泉利用許可書の写し 

 ・公衆浴場営業許可書の写し（鉱泉浴場が公衆浴場である場合） 

 ・旅館業営業許可書の写し（鉱泉浴場を備えたホテル、旅館又は簡易宿所である場合） 

 ・施設の利用料金がわかる書類（パンフレットなど） 
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第９ 入湯税に係る帳簿の作成 （市税条例第 110条の 27） 

特別徴収義務者（共同浴場、一般公衆浴場又は鉱泉浴場が設置された医療提供施設もしくは

社会福祉施設の経営者は除く。）は、納税義務者から徴収した入湯税額について、入湯税に係る

帳簿（18ページ）を月毎に作成し、その帳簿は閉鎖後（１か月分の記載が完了した日から）３年間

保存してください。記載方法については、１９ページの記載例をご覧ください。 

なお、帳簿につきましては、必要事項が網羅されたものであれば、任意の様式で差し支えあり

ません。  

 

【保存期間の例】 令和８年 10月分（10月 1日～10月 31日分）の場合 

閉鎖日（10月 31日）の翌日（11月 1日）から３年後（令和 11年）の 10月 31日ま

でとなります。 

 

第１０ 延滞金 （地方税法第 701条の 10、第 701条の 11） 

納期限後に納入される場合は、納期限の翌日から納入した日までの期間の日数に応じて延滞

金がかかる場合があります。 

なお、延滞金額は次に掲げる計算方法により算出します。 

 

１ 法定納期限の翌日から１月を経過する日まで 

当該納期限の翌日から１月を経過する日までの期間は、各年の延滞金特例基準割合（平均

貸付割合（租税特別措置法第 93条第 2項に規定する平均貸付割合）に年１％の割合を加算

した割合）に年１％の割合を加算した割合か、年 7.3％のいずれか低い割合を乗じて計算した

金額となります。 

 

２ １の期間の翌日以降 

１の期間の翌日以降は延滞金特例基準割合に年 7.3％を加算した割合か、年 14.6％のい

ずれか低い割合を乗じて計算した金額となります。 
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第１１ 加算金 （地方税法第 701条の 12、第 701条の 13） 

過少申告された場合には、過少申告加算金が、期限までに申告されなかった場合には不申告

加算金が課されます。加算金等が課される場合・割合は次のとおりです。 

「法」・・・この項目の法とは地方税法を意味します。 

区分 加算金が課される場合 加算金の割合 

過少申告 

加算金 

期限までに申告があり、その税額が実際の税額より少ないため、更

正があった場合 

（法第 701条の 12第 1項） 

不足税額×10％ 

（不足税額のうち、期限ま

でに申告した税額又は

50万円のいずれか多い

金額を超える部分につい

ては 5％を加算） 

不申告 

加算金 

期限後に申告があった場合、または期限までに申告がないため、決

定があった場合 

（法第 701条の 12第 2項第 1号） 

納入すべき税額×15％ 

（納入すべき税額のうち、

50万円を超える部分に

ついては 20％、300万

円を超える部分について

は 30％） 

（法第 701条の 12第 3

項、第４項） 

期限後に申告があり、その税額が実際の税額より少ないため、更正

があった場合 

（法第 701条の 12第 2項第 2号） 

決定後に、その税額が実際の税額より少ないため、更正があった場

合 

（法第 701条の 12第 2項第 3号） 

期限後に、申告があった場合で、市長の調査による決定があるべき

ことを予知したものでないとき 

（法第 701条の 12第 6項） 

納入すべき税額×5％ 

重加算金 

二重帳簿等によって故意に税額を免れようとした場合で、期限内に

申告をしているとき 

（法第 701条の 13第 1項） 

不足税額×35％ 

不申告や納期限後に申告があった場合で、二重帳簿等によって故意

に税額を免れようとしたとき 

（法第 701条の 13第 2項） 

不足税額×40％ 

加算金の

加重措置 

申告書の期限後提出または更正決定があった日の前日から 5年以

内に不申告加算金及び重加算金を徴収されたことがある場合 

（法第 701条の 12第 5項第１号、第 701条の 13第 3項第１号） 

上記加算金の割合＋

10％ 

（期限後に申告があった

場合で、市長の調査によ

る決定があるべきことを

予知したものでないとき

を除く） 

期限後に申告があり、前年度及び前々年度の申告について不申告

加算金若しくは重加算金を課されていて不申告加算金の決定があ

った場合 

（法第 701条の 12第 5項第２号、第 701条の 13第 3項第２号） 
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第１２ 実地調査 （地方税法第 701条の 5） 

加古川市では適正・公平な課税の確保及び公平な税負担を図る観点から、入湯税に関する調

査を行います 。調査に際しては、電話や文書などでお尋ねしたり、市民税課の職員が、顔写真付

きの「検税吏員証」を携帯して直接現地にお伺いし、入湯税に関係する資料（帳簿等）の提示をお

願いすることがありますので、ご協力をお願いします。 
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第１３ 様式と記載例 

1-1 入湯税納入申告書 
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1-2 入湯税納入申告書（記載例） 
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2-1入湯税納入書 
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２-２ 入湯税納入書（記載例） 
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3-1 入湯税経営申告書 
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3-2 入湯税経営申告書（記載例） 
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4-1 入湯税に係る帳簿 
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4-2入湯税に係る帳簿（記載例） 
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第１４ 参考（よくある質問） 

Ｑ１  日帰り利用施設を利用された方から、浴場（お風呂場）は利用したけれど鉱泉（温泉）を使

った浴槽には入っていないとの申出がありました。この場合、入湯税は課されますか。 

 

 

 

 

 

Ｑ２  宿泊利用されている方から、病気や怪我などにより浴場を利用していないとの申出があり

ました。この場合、入湯税は課されますか。 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ３  部活動の全国大会に参加するために高校生とその学校の先生のほか、応援に来られた保

護者の方が宿泊利用されました。この場合、保護者の方は課税免除になるのでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ４  日帰り利用される方で、利用料金が 1,000円以下で利用した場合は課税免除になると聞

いていますが、詳しく教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ１ 入湯税は、温泉を使った浴槽の利用の有無にかかわらず、鉱泉浴場（温泉を使

用した浴槽を備えた浴場）を利用された方に課税されます。 

Ａ２ 鉱泉浴場が設置された宿泊施設におきましては、原則として、宿泊者の方は鉱

泉浴場を利用された方とみなして、入湯税が課されます。ただし、宿泊者の方

個々の鉱泉浴場の利用の有無を把握することができる場合は、鉱泉浴場を利用し

ていない方に対しては入湯税を課しません。 

Ａ３ 学校等（大学を除く。）が実施する行事に参加している生徒や引率を行う学

校関係者の方は入湯税の課税が免除されますが、応援に来られた保護者の方

は、入湯税が課税されます。 

 詳しくは、５～６ページをご覧ください。 

Ａ４ 鉱泉浴場を利用するために支払う料金が 1,000円以下（消費税額及び地方

消費税額に相当する額を除く。）で日帰り利用される方は、入湯税の課税が免

除されます。 

 詳しくは、３～５ページをご覧いただくか、または、冊子裏面の「お問合

せ先」までお問い合わせください。 
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《入湯税関係例規集》 

１ 加古川市市税条例（抄） 

第３章 目的税 

第１節 入湯税 

（入湯税の納税義務者等） 

第 110条の 20 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課する。 

  

（入湯税の課税免除） 

第 110条の 21 次に掲げる者の鉱泉浴場における入湯に対しては、入湯税を課さない。 

（１）満 12歳に達する日以後の最初の３月 31日までの間にある者 

（２）共同浴場又は一般公衆浴場（公衆浴場法（昭和 23年法律第 139号）第１条第１項に規定

する公衆浴場のうち物価統制令（昭和 21年勅令第 118号）第４条の規定に基づき入浴

料金が定められているものをいう。第 110条の 27第１項において同じ。）に入湯する者 

（３）医療提供施設（医療法（昭和 23年法律第 205号）第１条の２第２項に規定する医療提供

施設をいう。第 110条の 27第１項において同じ。）又は社会福祉施設（社会福祉法（昭和

26年法律第 45号）第２条第１項に規定する社会福祉事業の用に供する施設をいう。第 

110条の 27第１項において同じ。）に設置された鉱泉浴場に入湯する者 

（４）鉱泉浴場が設置された施設において、入湯に要する費用として 1,000円以下の料金（消

費税及び地方消費税に相当する額を除く。）を負担して入湯する者（当該施設に宿泊する

者を除く。） 

（５）学校（学校教育法（昭和 22年法律第 26号）第１条に規定する学校（大学を除く。）及び就

学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成 18年法律

第 77号）第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。）が実施する修学旅行

その他の行事に参加している幼児、児童、生徒若しくは学生又はこれらの者を引率する者 

（６）前各号に掲げるもののほか、公益上その他の理由により市長が特に必要があると認めるも

の 

 

（入湯税の税率）  

第 110条の 22 入湯税の税率は、入湯客１人１日（宿泊を伴う入湯の場合は、１泊をもつて１日

とする。）について、 150円とする。 

 

（入湯税の徴収の方法） 

第 110条の 23 入湯税は、特別徴収の方法によつて徴収する。 

（入湯税の特別徴収の手続） 

第 110条の 24 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。  

２ 前項の特別徴収義務者は、鉱泉浴場における入湯客が納付すべき入湯税を徴収しなければ

ならない。  

３ 第１項の特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月１日から同月末日までに徴収すべき入湯
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税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を市長に提出し、及

びこの納入金を納入書によつて納入しなければならない。  

 

（入湯税に係る不足金額等の納入の手続） 

第 110条の 25 入湯税の特別徴収義務者は、法第 701条の 10、第 701条の 12又は第 

701条の 13の規定に基づく納入の告知を受けた場合においては、当該不足金額又は過

少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書に指定する期限ま

でに、納入書によつて納入しなければならない。 

 

（入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告） 

第 110条の 26 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、次に掲げる

事項を記載した申告書に、その旨を証する書類を添付して、市長に提出しなければならな

い 。 

（１）鉱泉浴場を経営しようとする者の氏名（法人にあつては、その名称及び代表者の氏名）及び

住所（法人にあつては、主たる事務所の所在地）  

（２）鉱泉浴場施設の所在地 

（３）その他市長が必要と認める事項 

２ 前項の申告書を提出した者は、その申告した事項に異動を生じた場合には、直ちにその旨及

び前項各号に掲げる事項を記載した申告書に、その旨を証する書類を添付して、市長に提

出しなければならない 。 

 

（入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等） 

第 110条の 27 入湯税の特別徴収義務者（共同浴場、一般公衆浴場又は鉱泉浴場が設置さ

れた医療提供施設若しくは社会福祉施設の経営者を除く。）は、毎日の入湯客数及び入湯

税額を帳簿に記載しなければならない。 

２ 前項の帳簿は、その記載の日から３年間これを保存しなければならない。 

 

 

２ 加古川市入湯税取扱要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、加古川市市税条例（昭和 33年条例第 13号。以下「条例」という。）第３章

第１節に規定する入湯税について、その詳細な取扱いを定めるものとする。 

 

（鉱泉浴場の定義） 

第２条 条例第 110条の 20に規定する「鉱泉浴場」とは、原則として温泉法にいう温泉を利用

する浴場をいうものであるが、同法の温泉に類するもので鉱泉と認められるものを利用する浴

場等社会通念上鉱泉浴場として認識されるものも含まれる。 
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（共同浴場の定義） 

第３条 条例第 110条の 21第２号に規定する「共同浴場」とは、業として経営される浴場ではな

いもので、マンション、寮等に付設され、日常の利用に供されるものをいう。 

 

（入湯に要する費用の定義） 

第４条 条例第 110条の 21第４号に規定する「入湯に要する費用」とは、入場料、休憩料、入湯

料等の名称にかかわらず、鉱泉浴場を利用するために支払う料金をいう。ただし、当該鉱泉浴

場において、入湯のみに要する料金が明示され、かつ、当該料金での利用が可能である場合

は、当該料金を「入湯に要する費用」とする。 

２ 一定時間以上の利用に追加料金が必要である場合は、追加料金を含めた料金を「入湯に要

する費用」とする。 

３ 曜日により異なる利用料金の設定を行っている場合は、利用する日の料金を「入湯に要する

費用」とする。 

４ 期間を定めて低廉な利用料金の設定を行っている場合は、利用する日の料金を「入湯に要す

る費用」とする。 

５ 回数券やポイントカード、割引券、無料券を使用する場合は、支払う料金（回数券を使用する

場合は、販売額を当初の利用可能回数で除して得た金額）を「入湯に要する費用」とする。 

６ 自社が発行しないポイントで、一定汎用性のあるものの利用によって支払う料金が減少する

場合には、ポイント利用前の料金を「入湯に要する費用」とする。 

７ 会員料金の設定を行っている場合は、当該料金を、当該料金によって鉱泉浴場を利用できる

日数で除した金額を「入湯に要する費用」とする。 

８ 「入湯に要する費用」の定義の具体例については、別に定める「入湯税特別徴収の手引」によ

る。 

 

（宿泊の定義） 

第５条 条例第 110条の 21第４号及び第 110条の 22に規定する「宿泊」とは、旅館業法第２

条第５項または住宅宿泊事業法第２条第２項に規定する宿泊をいう。 

   ただし、２暦日にわたらない宿泊（いわゆるデイユース）については、宿泊に該当しないものと

する。 

 

（修学旅行その他の行事等の定義） 

第６条 条例第 110条の 21第５号に規定する「修学旅行その他の行事」とは、遠足や学校教育

活動の一環として行われる部活動など、学校教育上の観点から行われる行事をいう。 

２ 条例第 110条の 21第５号に規定する「これらの者を引率する者」とは、引率を行う学校関係

者や心身の障がい等により介助を必要とする生徒等を介助し、引率する者をいい、旅行業者

の添乗員等を含まない。 
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（鉱泉浴場が設置された宿泊施設における入湯） 

第７条 鉱泉浴場が設置された宿泊施設においては、原則として、宿泊者を入湯客とみなし、入湯

税を課するものとする。ただし、個々の宿泊者の入湯の有無を把握することができる場合は、

入湯していない者に対しては入湯税を課さない。 

 

（鉱泉浴場が設置された施設での滞在が複数の暦日にわたる場合の入湯） 

第８条 宿泊を伴わず、２暦日にわたって継続して鉱泉浴場に滞在する場合の入湯については、

滞在開始時刻の属する日の１日の入湯とする。 

また、３暦日目以降も継続して鉱泉浴場に滞在する場合の２暦日を超える部分については、暦日

ごとに入湯税を課する。 

 

 

３ 地方税法（抄） 

第４章 目的税 

第４節 入湯税 

 (入湯税) 

第 70１条 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設そ

の他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費

用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 

 

(入湯税の税率) 

第 701条の 2 入湯税の税率は、入湯客 1人 1日について、150円を標準とするものとする。 

 

(入湯税の徴収の方法) 

第 701条の 3 入湯税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。 

 

(入湯税の特別徴収の手続) 

第 701 条の 4 入湯税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、浴場の経営者そ

の他徴収の便宜を有する者を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これ

に徴収させなければならない。 

２ 前項の特別徴収義務者は、当該市町村の条例で定める納期限までにその徴収すべき入湯税

に係る課税標準額、税額その他条例で定める事項を記載した納入申告書を市町村に提出し、

及びその納入金を当該市町村に納入する義務を負う。 

３ 前項の規定によつて納入した納入金のうち入湯税の納税者が特別徴収義務者に支払わなか

つた税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有す

る。 

４ 特別徴収義務者が前項の求償権に基いて訴を提起した場合においては、市町村の徴税吏員

は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければな
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らない。 

 

(徴税吏員の湯税に関する調査に係る質問検査権) 

第701条の5 市町村の徴税吏員は、入湯税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合

においては、次に掲げる者に質問し、又は第 1 号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は

保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識するこ

とができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものを

いう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第 1項第 1号

及び第 2号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提

示若しくは提出を求めることができる。 

(1)特別徴収義務者 

(2)納税義務者又は納税義務があると認められる者 

(3)前 2号に掲げる者以外の者で当該入湯税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる  

もの 

２ 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求

があつたときは、これを提示しなければならない。 

３ 市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第 1項の規定により提出を受けた物件を留

め置くことができる。 

４ 入湯税に係る滞納処分に関する調査については、第 1 項の規定にかかわらず、第 701 条の

18第 6項の定めるところによる。 

５ 第 1 項又は第 3 項の規定による市町村の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められた

ものと解釈してはならない。 

 

(入湯税に係る検査拒否等に関する罪) 

第 701 条の 6 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1 年以下

の拘禁刑又は 50万円以下の罰金に処する。 

(1) 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 

(2) 前条第 1 項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応

ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、

若しくは提出したとき。 

(3) 前条の規定による徴税吏員の質問に対し、答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。 

２ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業

務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又

は人に対し、同項の罰金刑を科する。 

 

(入湯税の脱税に関する罪) 

第 701条の 7 第 701条の 4第 2項の規定により徴収して納入すべき入湯税に係る納入金の

全部又は(1)部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは
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100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

２ 前項の納入しなかつた金額が 100 万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、

同項の規定にかかわらず、100 万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下

の額とすることができる。 

３ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業

務に関して第 1項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対

し、同項の罰金刑を科する。 

４ 前項の規定により第 1 項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効

の期間は、同項の罪についての時効の期間による。 

 

第 701条の 8 削除 

 

(入湯税に係る更正及び決定) 

第 701条の 9 市町村長は、第 701条の 4第 2項の規定による納入申告書の提出があつた場

合において、当該納入申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、

これを更正することができる。 

２ 市町村長は、特別徴収義務者が前項の納入申告書を提出しなかつた場合においては、その調

査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。 

３ 市町村長は、前 2 項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、調

査によつて、過大であることを発見した場合又は過少であり、かつ、過少であることが特別徴収

義務者の詐偽その他不正の行為によるものであることを発見した場合に限り、これを更正する

ことができる。 

４ 市町村長は、前 3 項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを

特別徴収義務者に通知しなければならない。 

 

(入湯税に係る不足金額及びその延滞金の徴収) 

第 701条の 10 市町村の徴税吏員は、前条第 1項から第 3項までの規定による更正又は決定

があつた場合において、不足金額(更正による納入金の不足額又は決定による納入金額をいう。

以下入湯税について同じ。)があるときは、同条第 4 項の通知をした日から 1 月を経過した日

を納期限として、これを徴収しなければならない。 

２ 前項の場合においては、その不足金額に第 701条の 4第 2項の納期限(納期限の延長があ

つたときは、その延長された納期限とする。以下入湯税について同じ。)の翌日から納入の日ま

での期間の日数に応じ、年 14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日

から 1 月を経過する日までの期間については、年 7.3 パーセント)の割合を乗じて計算した金

額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。 

３ 市町村長は、特別徴収義務者が前条第 1 項又は第 2項の規定による更正又は決定を受けた

ことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免するこ

とができる。 
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(納期限後に申告納入する入湯税に係る納入金の延滞金) 

第 701条の 11 入湯税の特別徴収義務者は、第 701条の 4第 2項の納期限後にその納入金

を納入する場合においては、当該納入金額に、同項の納期限の翌日から納入の日までの期間

の日数に応じ、年 14.6 パーセント(当該納期限の翌日から 1 月を経過する日までの期間につ

いては、年 7.3 パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入

しなければならない。 

２ 市町村長は、特別徴収義務者が第 701 条の 4 第 2 項の納期限までに納入金を納入しなか

つたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免す

ることができる。 

 

(入湯税に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金) 

第 701 条の 12 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限

後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第 8 項の規定の適用があるときを含

む。以下この項において同じ。)において、第 701条の 9第 1項又は第 3項の規定による更正

があつたときは、市町村長は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあ

つたことについて正当な理由がないと認める場合には、当該更正による不足金額(以下この項

において「対象不足金額」という。)に 100 分の 10 の割合を乗じて計算した金額(当該対象不

足金額(当該更正前にその更正に係る入湯税について更正があつた場合には、その更正によ

る不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたこと

について正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、

当該入湯税について当該納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは

訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した

部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の

提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と

50 万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不

足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に 100 分の

5 の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収

しなければならない。 

２ 次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する納入申告、決定

又は更正により納入すべき税額に 100分の 15 の割合を乗じて計算した金額に相当する不申

告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなか

つたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。 

(1) 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第 701 条の 9 第 2 項の規定に

よる決定があつた場合 

(2) 納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において第 701 条の 9 第 1 項又は第

3項の規定による更正があつた場合 

(3)  第 701条の 9第 2項の規定による決定があつた後において同条第 3項の規定による
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更正があつた場合 

３ 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第 8 項の規定の適用がある場合を除く。次項

及び第 5 項において同じ。)において、前項に規定する納入すべき税額(同項第 2 号又は第 3

号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該入湯税に係る納入申告

書の提出期限後の納入申告又は第 701条の 9第 1項から第 3項までの規定による更正若し

くは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に

係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、

これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。次項において「累積

納入税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納入税額」という。)が 50万円

を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定に

より計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該

超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に 100 分の 5 の割合を

乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

４ 第 2 項の規定に該当する場合において、加算後累積納入税額(当該加算後累積納入税額の

計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入申告、決定又は更正前の税額の計

算の基礎とされていなかつたことについて当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がない

と認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算し

た金額を控除した税額)が300万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前 2

項の規定にかかわらず、加算後累積納入税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの

金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納入税額を当該各号

に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合

計額を控除した金額とする。 

(1) 50万円以下の部分に相当する金額 100分の 15の割合 

(2) 50万円を超え 300万円以下の部分に相当する金額 100分の 20の割合 

(3) 300万円を超える部分に相当する金額 100分の 30の割合 

５ 第 2 項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定

する不申告加算金額は、前 3 項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第

2項に規定する納入すべき税額に 100分の 10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額

とする。 

(1) 納入申告書の提出期限後のその提出(当該納入申告書に係る入湯税について市町村長

の調査による決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は第

701 条の 9 第 1 項から第 3 項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起

算して 5年前の日までの間に、入湯税について、不申告加算金(次項の規定の適用があるもの

を除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第 3 項第 1 号において「不申告加算金等」と

いう。)を徴収されたことがある場合 

(2) 納入申告書の提出期限後のその提出又は第 701条の 9第 1項から第 3項までの規定

による更正若しくは決定に係る入湯税の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び

前々年に特別徴収義務が成立した入湯税について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第
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2 項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第 3 項第 2 号において「特定不

申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべ

きと認める場合 

６ 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に

係る入湯税について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないと

きは、当該納入申告書に係る税額に係る第 2 項に規定する不申告加算金額は、同項から第 4

項までの規定にかかわらず、当該税額に 100分の 5の割合を乗じて計算した金額に相当する

額とする。 

７ 市町村長は、第 1 項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第 2 項の規定により徴

収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなけ

ればならない。 

８ 第 2 項の規定は、第 6 項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その

提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で

定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から 1月を経過する

日までに行われたものであるときは、適用しない。 

 

 (入湯税に係る納入金の重加算金) 

第 701条の 13 前条第 1項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の

計算の基礎となるべき事実の全部又は(1)部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮

装した事実に基づいて納入申告書又は第 20条の 9の(3)第 3項に規定する更正請求書(次

項において「更正請求書」という。)を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、

前条第 1 項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不

足金額に 100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければ

ならない。 

２ 前条第 2項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、

特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は(1)部を隠蔽し、又は

仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを

提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは更正請求書を提出したとき

は、市町村長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に

100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。 

３ 前 2項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第 1項の規定に該当する場合

にあつては、第 1号)に該当するときは、前 2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかか

わらず、これらの規定により計算した金額に、第 1 項の規定に該当するときは同項に規定する

計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する

計算の基礎となるべき税額に、それぞれ 100分の 10の割合を乗じて計算した金額を加算した

金額とする。 

(1) 前 2 項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたも

のに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第 701 条の 9 第 1 項から第 3 項まで
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の規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して 5 年前の日までの間に、入湯

税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合 

(2) 納入申告書の提出期限後のその提出又は第 701条の 9第 1項から第 3項までの規定

による更正若しくは決定に係る入湯税の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び

前々年に特別徴収義務が成立した入湯税について、特定不申告加算金等を徴収されたことが

あり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合 

４ 市町村長は、前 2 項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第 6

項に規定する理由があるときは、当該納入申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額

を徴収しない。 

５ 市町村長は、第 1項又は第 2項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅

滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。 

 

 

４ 地方税法施行令（抄） 

 第３章の４ 入湯税 

 (徴税吏員の入湯税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等) 

第 56条の 11 市町村の徴税吏員は、法第 701 条の 5第 3項の規定により物件を留め置く場

合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を

提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した

書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。 

２ 市町村の徴税吏員は、法第 701条の 5第 3項の規定により留め置いた物件につき留め置

く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。 

３ 市町村の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなけれ

ばならない。 

 

(法第 701条の 12第 4項の政令で定めるところにより計算した金額) 

第 56条の 11 の(2) 法第 701 条の 12第 4項に規定する政令で定めるところにより計算した

金額は、同項に規定する当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実

のみに基づいて同条第 2 項各号に規定する納入申告、決定又は更正があつたものとした場合

におけるその納入申告、決定又は更正により納入すべき税額とする。 

 

(法第 701条の 12第 8項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる

場合) 

第 56条の 12 法第 701条の 12第 8項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意

思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場

合とする。 

 

(1) 法第 701条の 12第 8項に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して
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1年前の日までの間に、入湯税について、同条第 2項第 1号に該当することにより不申告加算

金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第 8 項の規定の適用を受けて

いないとき。 

(2) 前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入されていた場合 

イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納入すべき税額に係る法第 701 条の 4 第 2 項の納期

限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限) 

ロ 市町村長が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けて

いた場合 当該納入申告書の提出があつた日 

 

(入湯税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い) 

第 56条の 13 法第 701条の 13第 1項又は第 3項(同条第 1項の重加算金に係る部分に限

る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収す

る場合には、法第 701条の 13第 1項又は第 3項の規定による重加算金額の算定の基礎となる

べき同条第 1 項又は第 3項に規定する不足金額に相当する金額を、法第 701 条の 12第 1 項

に規定する対象不足金額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外

の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入湯税の申告についてのお問合せ先・申告書の提出先 

  

加古川市 税務部 市民税課 諸税係 

 

  〒675-8501 

     加古川市加古川町北在家２０００番地 

T E L （０７９）４２７－９１６１ 

F A X （０７９）４２４－１３７２ 


